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仕 様 書

件 名 箕面市立小・中学校、小中一貫校遊具及び体育器具点検業務

点 検 内 容 １．点検主要項目（別紙）に基づく点検を行い、点検結果を

点検業務報告書の内容（別紙）により報告すること。

学校数 小学校１２校、中学校６校、小中一貫校１校

期 間
点検は夏期休業中に１回。

毎年９月３０日までに点検業務報告書を提出のこと。

特記事項

・点検業務報告書に異常箇所の写真を添付のこと。

・遊具、体育器具の全景及び異常がある場合は当該箇所の写真を添付のこと。

業務履行場所 ・中小学校 稲１－１５－８

・箕面小学校 百楽荘１－８－７ ・豊川南小学校 小野原東３－２－１

・萱野小学校 萱野２－７－４０ ・萱野北小学校 如意谷４－４－１

・北小学校 箕面３－４－１ ・第一中学校 新稲３－２－１

・南小学校 桜６－５－１ ・第二中学校 萱野１－１５－１２

・西小学校 新稲３－１２－２ ・第三中学校 瀬川３－２－２

・東小学校 粟生新家５－５－１ ・第四中学校 石丸１－１７－１

・西南小学校 瀬川３－２－１ ・第五中学校 稲４－３－１２

・萱野東小学校 石丸１－１８－１ ・第六中学校 粟生間谷西１－３－１

・豊川北小学校 粟生間谷西４－３－１ ・彩都の丘学園 彩都粟生北２－１－５
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箕 面 市 立 小 中 学 校

屋 外 遊 具 及 び 体 育 器 具

※各遊具、器具共、塗装の状況は点検項目に含まれます。

点　検　方　法 凡　例 　　　　　Ａ，　目視

　　　　　Ｂ，　手動．触感

　　　　　Ｃ，　切削．掘削（必要な場合）

　　　　　Ｄ，　打音

名　　　称

　ブランコ（つり輪） 　１．振り金具の摩耗（ボルト含む）

　２．チェーンの損傷

　３．腰板及び取付部の摩耗

　４．接合部（鋳物部分）のがたつき

　５．支柱の地際部の腐食度

　鉄棒（高．中．低） 　１．シャフトの回転の有無

　２．鋳物の損修

　３．支柱の地際部の腐食度

　雲梯、助木 　１．接合部の腐食度

　ジャングルジム（回転ジャングル） 　２．支柱の地際部の腐食度

　はんとう棒

　スベリ台 　１．スベリ面の穴、亀裂の有無

　２．スベリ面の側鉄板の腐食度

　　　　　　　　　　　　亀裂の有無

　３．踊り場、階段、支柱の地際部の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　腐食度

　シーソー 　１．手摺の取付状況

　２．上下板の損傷度

　３．支柱の地際部の腐食度

点　検　主　要　項　目

点　検　項　目 方　法

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｂ

　　Ｂ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ｂ

　　Ａ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ａ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ
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名　　　称

　サッカー 　１．接合部の亀裂、破断の有無

　ハンドボールゴール 　２．足元パイプの腐食

　バスケットボード 　１．リングの固定状況

　２．ボードの損傷状況

　３．支柱の地際部の腐食度（固定式）

　バックネット 　１．金網、ネットの破損状況

　　　　（移動式フェンス） 　２．鉄製支柱の腐食度

　砂場 　１．枠の取付状況

　テニス、バレーポスト、審判台 　１．鉄部腐食状況

　朝礼台、藤棚

　フラッグポール 　１．支柱の地際部の腐食度

　２．柱の亀裂の有無

点　検　項　目 方　法

　　Ａ，Ｂ

　　Ａ

　　Ａ

　　Ａ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ａ

　　Ａ，Ｃ，Ｄ

　　Ａ

　　Ａ，Ｄ

　　Ａ

　　Ａ，Ｄ


